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その他｜精神科病院における虐待通報の義務化について

■医療機関における虐待防止の措置の義務化

　・病院の管理者は、虐待防止のための研修を行ったり、相談体制の整備をしたりする必要があり、指定医はそれに協力しなければならない。

■虐待を発見した者から都道府県への通報の義務化

　・病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、誰もが都道府県に通報しなければならない。

　・業務従事者は、この通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

　・通報を受け、都道府県が必要と判断した場合、実地監査において、指定医は虐待を受けたと思われる患者の診察をすることがある。

　・都道府県知事は、必要があると認める場合、病院の管理者に対して、報告や診療録等の提出を命じ、立入検査を行うことができる。
　　また、改善計画や必要な措置を命じることができる。

　・都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況等について公表する。
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その他｜精神科病院における業務従事者による障害者虐待に関する公表事項について
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その他｜令和６年度 徳島県の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について
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　精神保健福祉法第40条の7及び精神保健福祉法施行規則第22条の2の2の規定により、次のとおり公表しております。



その他｜令和６年度 徳島県の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について
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その他｜令和６年度 徳島県の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について
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その他｜徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業について
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失語症者の自立と社会参加を促進するため、令和７年度より本事業を開始。失語症サロンへの派遣(1件)でご活用いただいた。

事業目的と概要 令和７年度実施状況

■ 失語症とは

脳梗塞や脳外傷により言語中枢が損傷され「話す・聞く・読む・書く」が困難と

なる障害。考える機能は保たれているが、周囲との意思疎通に支障をきた

す。

■ 事業の目的

専門的なコミュニケーション技術を習得した「意思疎通支援者」を派遣し、失

語症者とその他の者との円滑な意思疎通を図ることで、失語症者の自立と社

会参加を促進する。

■ 派遣対象となる主な場面

✔ 失語症友の会やサロン等の会議・交流会での発言支援

✔ 医療機関(病院・薬局)での医師・薬剤師との対話支援

✔ 公的機関の窓口や買い物での対話支援

■ 費用負担

利用者の費用負担は原則無料

（交通費や施設利用料等は自己負担）

■派遣実績：計１件

■派遣の効果

利用者 A氏（70代男性・県西部在住）

障害の状況
ブローカ失語/車椅子使用/ADL(一部介助)

短文なら理解可/筆談・要約してほしい

派遣日時 令和8年3月8日（日）13:30～15:30

派遣先
徳島県立障がい者交流プラザ

（2階会議室）

派遣内容
徳島県失語症友の会例会（失語症サロン）

におけるコミュニケーション支援

支援者 登録意思疎通支援者（登録番号701）

本派遣により、単独ではコミュニケーション

に不安を抱える失語症者が、支援者の補

助を得て当会への円滑な参加が可能と

なった。

登録状況(R8.2末時点)

派遣利用者登録数:３名

支援者登録者数:7名



その他｜徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業について（派遣事業の流れ）
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※本事業の利用者登録をした方に対して、ニーズ把握及び意思疎通支援者の適任者の選定のため、
本事業の一部を委託する団体（徳島県言語聴覚士会）による事前面談を実施している。



その他｜高次脳機能障害者支援法について（令和８年４月１日から施行）
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その他｜高次脳機能障害者支援法について（令和８年４月１日から施行）
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その他｜高次脳機能障害者支援法について（令和８年４月１日から施行）
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